
　10月から、ご家庭で使用された天ぷら油などの廃食用油の回収を始め
ます。廃食用油のリサイクルにご協力をお願いします。

　　サラダ油、菜種油、紅花油、コーン油、ごま油、オリーブオイルなど
　の植物性油（※ラード、バターなどの動物性油や、機械油、灯油、軽油、
　エンジンオイルなどの鉱物油は回収できません）

　　市役所本庁舎２階、大平総合支所、藤岡総合支所、都賀総合支所、
　西方総合支所、岩舟総合支所、道の駅みかも、道の駅にしかた
　※使用済廃食用油回収のぼり旗が目印です。

　　廃食用油をペットボトルに入れフタをギュッと閉めて、回収場所に
　ある回収ボックスに容器ごと入れてください。
　※未開封のものはそのままの容器で出してください。
　※天ぷら油などは油カスを取り除いてください。
　　油カスはもやすごみで出してください。
　※市販の油凝固剤などで固めた油はもやすごみで
　　出してください。
◆問合先　■本 環境課　☎(21)2144

 お二人の新しい生活のスタートを市が応援します。市では、結婚され
新生活を始める夫婦に、新居の購入や、賃貸、引越しなどに関する費用の
一部の助成を行います。
◆対　象　次の要件をすべて満たす方
　・９月１日から平成29年３月31日までの間に婚姻届が
　　受理された新婚世帯
　・夫婦の平成27年分の所得の合計額が300万円未満
　・申請時点で、夫婦の年齢の合計が70歳未満
　・補助金の申請および交付の日において栃木市内に
　　住所があること
　・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
　・市税を滞納していないこと
　・栃木市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でない者
◆助成の対象となる費用
　　新婚世帯が市内で住宅を購入または賃借するための費用(９月１日から
　平成29年３月31日までに生じた住居費※１および引越費用※２の合計額)
　※１住居費：住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
　※２引越費用：新婚世帯が新居へ引越しをするために、引越業者や運送
　　業者へ支払う費用
◆補助金額　かかった費用の合計額を、最大18万円まで補助します。
◆申請期間　９月１日～平成29年３月31日
　※制度や申請方法等の詳細は問合先へ。
◆問合先　■本 住宅課　☎(21)2452

　今年のテーマは“共に”。多くの方々が共に
汗をかき、共に楽しみながら、お互いを理解
し共に絆を深めるイベント。協力し合える
信頼関係を“共に”築いていきましょう！
◆日時　10月23日(日) ９時30分～16時
◆場所　栃木市総合運動公園(川原田町)
◆イベントエリアの紹介
　◇協育…親子で汗を流すチャレンジランキング
　　大会や脳トレがあります。
　◇ステージ…“共に”みんなで作り上げる協働をテーマにステージを盛り
　　上げます！
　◇くらら…各市民活動団体による展示・体験などの活動ＰＲ

　◇子育て…昔遊び、手作りおもちゃ、プラレール、子育てサロン、パネル
　　シアター、ハロウィンパレードなど楽しいイベント盛りだくさん！
　◇キッズワーク…協力店でお仕事体験(警察・大工・看護体験等 予約優先
　　80人程度)
　◇物販…飲食物、物品販売、フリーマーケット、企業ＰＲ等
　◇スマイルハーツ…く～とも(食共)caféが開店！福祉体験｢介護食スイーツ
　　喫茶＋福祉事業所の製品ブース」が併設！謎解きゲームもあります。 
　◇その他…熱気球体験、苗木配布、白バイ展示・はしご車搭乗体験・献血車
　※まつり前日の準備、当日のボランティアとして参加してくださる方を
　　募集しています。詳細は問合先へ。
◆問合先　とちぎ協働まつり2016実行委員会事務局(とちぎ市民活動推進
　　　　　センターくらら内(水曜休)　☎(20)7131)

廃食用油の回収を始めます廃食用油の回収を始めます

【題材】栃木市の「人」「自然」「文化」「祭り」など、様々な写真をご応募くだ
　　　　さい。※作品は市内で撮影した未発表のものに限り、合成等の加工
　　　　創作された作品は不可。
【規格】カラープリント四つ切（ワイド可）※デジタルカメラで撮影した作品
　　　　については、上記サイズにプリントしたもののみ可。ただし、銀塩
　　　　処理したものに限り、インクジェットプリントは不可とする。
【応募方法】
　　応募用紙に必要事項をご記入のうえ、■本 観光振興課、各総合支所産業
　振興課の窓口に提出してください。（郵送も可能）
　※応募用紙は応募受付窓口に設置(市ホームページからダウンロード可)
◆募集期間　10月３日(月)～平成29年１月20日(金)
◆発　表　来年２月下旬頃
◆表彰等　最優秀賞（１点　賞金１万円＋副賞）その他各賞あり
◆その他　・応募作品は、選外のみ返却いたします。（郵送にて返却希望の方
　　　　　　は、返信用切手を同封）
　　　　　・応募点数に制限はありませんが、賞は１人１賞です。
◆共　催　(一社)栃木市観光協会、大平町観光協会、栃木市藤岡町観光協会、
　　　　　つがまち観光協会、西方町観光協会、岩舟町観光協会
◆協　賛　栃木県カメラ商組合栃木支部
　　　　　■本 観光振興課　☎(21)2373

第7回 とちぎの四季観光写真コンテスト作品募集
◆応募規定
　・渡良瀬遊水地内で撮影した未発表の作品で、単写真に限る
　・四つ切(ワイド不可)、A４サイズ
　・カラー、モノクロ可
　・銀塩プリント及びインクジェットプリント
　・合成や事実を変えるような加工は不可
　・作品の裏面中央に必要事項を記入した応募票を
　　貼付し、１枚ごとに透明の袋に封入すること
　・被写体として人物が含まれる場合は、本人の承諾を得ること
　・撮影はルール・マナーを守ること
　・応募枚数無制限、ただし１人１賞とする
◆募集期間　10月１日(土)～ 11月30日(水)当日消印有効
◆各　賞　最優秀賞(１点　賞金８万円・副賞)、その他各賞あり
◆その他　入賞者には12月中旬頃通知。詳細については、市ホームページに
　　　　　あるチラシにて
◆応募・問合先
　〒323-1104 藤岡町藤岡1788遊水地課内｢渡良瀬遊水地フォトコンテスト
　実行委員会事務局｣まで提出(郵送可)、☎(62)0919(窓口受付時間：平日
　８時30分～17時15分)

第17回 渡良瀬遊水地フォトコンテスト作品募集

第16回フォトコンテスト最優秀作品

市内で新生活を始めるご夫婦を応援します！市内で新生活を始めるご夫婦を応援します！

「結婚新生活支援補助金」「結婚新生活支援補助金」
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とちぎ協働まつり２０１５の様子
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